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介護保険給付の支払一時差止等処分通知書

	被保険者氏名
	
	被保険者番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



　　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で、「介護保険給付の支払一時差止予
告通知書」を送付しましたが、いまだ下記の医療保険料等が滞納となっておりますので、介護保険法第６８条第１項の規定に基づき、　　　　年　　月　　日以降にあなたが
利用する介護サービスについて、「保険給付の支払方法変更（償還払い化）及び保険給
付の一時差止」の措置をとることと決定しましたので通知します。
　　なお、保険給付差止の記載を行いますので、被保険者証を提出してください。

　　　　　　　　提出先　　豊郷町　　　　　課
　　　　　　　　提出期限　　　　　年　　月　　日

【医療保険料等の滞納状況】
	年度
	保険料額
	納付額
	滞納額

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合計
	


　
※　上記は、　　　　年　　月　　日現在の滞納額です。行き違いで既に納入された場合には、速やかに申し出てください。

1　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、滋賀県介護保険審査会に対し審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2　この処分の取消しの訴えは、1の審査請求に対する裁決を経た後に、当該審査請求に対する裁決があったこと知った日の翌日から起算して6箇月以内に豊郷町を被告として（豊郷町長が被告の代表者となります。）提起することができます。
ただし、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、次の1から3までのいずれかに該当するときは、当該審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
１　審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。
２　処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
３　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
